
京都市告示第   号  

 地方自治法第２６０条の２第１１項の規定に基づき，平成５年６月２１日

付けで認可した桃南会の代表者及び主たる事務所の変更の届出，平成１３年

７月５日付けで認可した大下津町自治会の代表者の変更の届出，平成１７年

３月２日付けで認可した向島上林町自治会の代表者の変更の届出，平成４年

９月３日付けで認可した野田町自治会の代表者の変更の届出，平成１９年１

２月２７日付けで認可した大原戸寺町会の代表者の変更の届出があったの

で，同条第１０項の規定により，次のとおり告示します。  

  平成２２年４月２８日  

京都市長 門川 大作   

 

変更があった事項及びその内容  

１ 代表者の氏名  

 変更前  変更後  

桃南会 木村 時男 廣塚 元彦  

大下津町自治会 小林 勝 鴇田 勝一  

向島上林町自治会  小路 良夫  木野 愼一  

野田町自治会  髙橋 章  川﨑 信一  

大原戸寺町会  北村 曉雄  辻 安太郎  

 

２ 代表者の住所  

 変更前  変更後  

桃南会  京都市伏見区桃山与五

郎町１番地の５１６  
京都市伏見区桃山与五

郎町１番地の７９  

 

 

８９



 変更前  変更後  

大下津町自治会 
京都市伏見区淀大下津

町４番地の２５  
京都市伏見区淀大下津

町１４番地の１７  

向島上林町自治会  京都市向島上林町３２

番地の２４  
京都市向島上林町８番

地の１８  

野田町自治会  京都市右京区西京極野

田町３５番地の１  
京都市右京区西京極野

田町２２番地２  

大原戸寺町会  京都市左京区大原戸寺

町１５７番地  
京都市左京区大原戸寺

町１０６番地  

 

３ 主たる事務所の所在地  

 変更前  変更後  

桃南会  京都市伏見区桃山与五

郎町１番地の５１６  
京都市伏見区桃山与五

郎町１番地の７９  

          （文化市民局市民生活部地域づくり推進課） 


